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※ 理解しやすい：ここでは、緊急事態において、国民が理解しやすく、国民から誤解されないことを意味する。 

緊急事態等における食品安全委員会の情報提供の充実について（修正案） 

 

平成２２年 月 日 

食品安全委員会事務局 

１ 情報提供の充実の必要性 

  消費者庁設置後は、食品安全行政に関する司令塔機能は同庁に移行し、今

後、食品安全委員会においては、緊急事態等におけるリスク評価機関として

の役割である消費者等に危害物質の健康影響等の情報提供等が一層重要にな

る。 

  これまで、緊急事態等における食品安全委員会の情報提供については、平

成 20 年度緊急時対応専門調査会での検討等を踏まえ、事態の進展に応じた情

報提供を行う判断の目安について「緊急事態等における食品安全委員会の情

報提供のあり方について」を策定した。同時に化学物質・汚染物質に係る基

本的なプレスリリース資料の定型を準備した。 

今後、更に緊急事態等に国民に対し、これまで準備した以外のハザード等

に対応した健康影響等についても一層迅速で理解しやすい※情報提供ができ

るようプレスリリース資料等説明資料の内容や表現等の充実を図る必要がある。 

 

２ 情報提供の充実の方策 

  緊急事態等において、一層迅速で理解しやすい情報提供に対応するため、

事案の対象とするハザード等の分類・種類等や健康影響の程度等に分類した

定型的なプレスリリース資料等を拡充する。（別紙参照） 

 

（１） 分類方法 

ハザード等や健康影響の程度等により以下のとおり分類する。 

ア ハザード等の分類・種類等 

  （ア）ハザード等の分類 

     ハザード等の分類を、化学物質、微生物・ウイルス等、自然毒等、

その他（分類不能のもの等）の４つに分類する。 
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（イ）ハザード等の種類等 

   ハザード等の分類に応じ、ハザードの基準値や参照用量等の設定が

ある物資、その他等により分類する。 

  ⅰ 化学物質 

    基準値や参照用量等（ARfD、ADI、TDI 等）の設定がある物質の事

例としてはメタミドホスやジクロルボス等の農薬、カドミウム等の

汚染物質がある。また、その他（上記以外）の事例としては発癌物

質がある。なお、これらには器具・包装容器等から溶出する物質も

含む。 

 

  ⅱ 微生物・ウイルス等 

    調理（加熱）後に喫食される食品の事例としては熱に強いビブリ

オ・バルニフィカスのような細菌類と黄色ブドウ球菌毒素（エンテ

ロトキシン）のような細菌生産毒素がある。また、そのまま喫食さ

れる調理（加熱）済み食品あるいは生食される食品及び調理（加熱）

後に喫食される食品であるが調理（加熱）が不十分な食品の事例と

しては細菌類、細菌生産毒素、ウイルス等がある。 

 

  ⅲ 自然毒等 

    基準値や参照用量等の設定がある場合の事例としてはアフラトキ

シンＢ１等一部カビ毒等がある。また、その他（上記以外）の事例

としてはカビ毒やマリントキシン等がある。 

 

  ⅳ その他（分類不能のもの等） 

    事例としては、スギヒラタケ等原因不明のものや未審査遺伝子組

み換え作物がある。 

 

  イ 健康影響の程度等 

    健康影響の程度等を、現時点の被害の有無や今後の健康影響の想定の

の有無により、「①現時点で健康影響は確認されていない、科学的知見に

基づき今後も影響は想定されないが、社会的に反響が大きいと考えられ
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る。」、「②現時点で健康影響は確認されていないが、科学的知見がないあ

るいは十分でなく、今後の影響は不明で、社会的反響が大きいと考えら

れる。」、「③現時点で健康影響が確認されているまたは今後影響が想定さ

れる。」の３つに分類する。 

 

（２） 分類による定型的なプレスリリース資料等の整備 

（１）において分類したハザード等の分類・種類等や健康影響の程度等

のパターンをそれぞれ組み合わせ、定型的なプレスリリース資料等を整備

する。 

なお、整備に当たっては、「緊急事態等における食品安全委員会の情報提

供のあり方について」との整合に留意する。 


